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山梨県立中央病院理容室運営に係る仕様書 

 

1 病院の概要 

（１） 施 設 名 山梨県立中央病院 

（２） 所 在 地 山梨県甲府市富士見１丁目１番１号 

（３） 許可病床数 ６４４床 

（４） 患 者 数 入院 約４８９名 外来 約１，２１２名 

（令和元年度実績・１日当たり平均） 

（５） 職 員 数 約１，３００人（委託業者等は除く） 

（６） 外来診療日 月曜日～金曜日、ただし、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び年末年始 

（１２月２９日から１月３日）は休診 

（７） 面 会 時 間 午後２時～午後８時（現在は Covid-19 感染拡大防止のため、原則面会禁止） 

 

2 事業者の施設使用形態 

定期建物賃貸借契約に基づく貸付スペースの賃貸借契約とする。 

 

3 貸付期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。なお、契約期間の満了をもって契約

は終了し更新しない。 

 

4 貸付物件 

山梨県立中央病院 地下 1階（貸付物件図面参照）面積：２２．６５ｍ２  

 

5 経費負担等 

次に掲げる営業に係る費用は、すべて運営事業者の負担とする。 

（１） 賃料 

事業者が価格提案書において提案した金額に、消費税及び地方消費税を加算した額をもって、

１年間の賃料とし、当該年度分を１２月末までに一括で支払うものとする。 

提案にあたっての最低制限賃料は、１５０，０００円（消費税抜）とする。 

（２） 光熱水費（電気、水道、下水道、ガス代） 

山梨県立中央病院で実費を算出し、請求する額とする。 

（３） 開業のための施設設備整備費・備品購入費 

（シャンプー台、椅子等の営業に必要な設備は、事業者の負担により設置すること。） 

（４） 電話設置費及び電話代（内線電話の使用は無料） 

（５） 廃棄物の処分費・清掃業務費・グリストラップ管理費 

（６） 利用者による設備汚損、破損に対する対応経費 

（７） 運営にあたり、当院又は利用者に損害を与えた場合の損害回復及び賠償経費 

（８） 貸付スペースに係るセキュリティ経費 
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（９） 事業者の責めによる貸付施設・設備・備品の破損に係る修繕費 

（10） 契約の終了に伴う貸付施設・設備・備品の原状回復費 

（11） その他必要経費 

 

6 理容室の運営条件 

（１） 営業日及び営業時間 

原則として、次の時間帯に営業すること。 

平日  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

土曜日 午前９時００分から午後３時００分まで 

※ 日曜日、祝祭日および年末年始等に休業する場合は、利用者に対して十分周知を行うこと。 

（２） 理髪料金設定 

ア 個人の顧客に対する価格 

市場の価格を踏まえ、適正な価格とすること。 

イ 病院との剃髪業務委託における価格 

次の契約単価によって病院と剃髪業務委託契約を締結すること。 

（契約単価） 

剃髪等の内容 １回あたりの料金 

（剃刀不使用の場合の料金※） 

全剃髪（頭部面積の５０％以上） ５，０００円以下 

（４，０００円以下） 

部分剃髪（頭部面積の５０％未満） ４，０００円以下 

（３，０００円以下） 

片耳外周部のみの剃髪 ２，３００円以下 

（１，３００円以下） 

片耳外周部及びその周辺（両耳外周部を含む）の剃髪 ２，８００円以下 

（１，８００円以下） 

※ 医師の要望に応じ、剃刀、トリマーのいずれも対応できるようにすること。 

（３） 医療用ウィッグ等の取扱い 

医療用ウィッグの販売等が可能であること。 

 

7 その他運営全般に係る遵守事項 

（１） 営業は、患者と職員の快適性向上であることを十分認識し、病院経営に積極的に協力するこ

と。 

（２） 営業に際し、資格又は免許を必要とするものについては、資格免許を有する者を従事させる

こと。 

（３） 営業に支障がないように従業員を配置し、店内は病院での業務であることを自覚して、清潔

感のある身なりで業務にあたるとともに、利用者に対しては、親切丁寧な接遇に努めること。

また、事業者は、これを遂行するため、積極的な接遇研修の啓発、実施に努めること。 
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（４） 事業者が直接経営するものとし、その権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

（５） 常勤の従業員の中から現場責任者を定め、その氏名、緊急連絡先を記載した文書を当院に提

出すること。 

（６） 利用者からの苦情等については、誠意をもって対応し、その内容及び対応状況を遅滞なく当

院に報告すること。 

（７） 営業時間、品揃え及びサービス等について改善すべき事由が生じた場合には、当院と協議し、

速やかに必要な措置を講ずること。 

（８） 理容師法、病院管理上の諸規則、その他関連法令を遵守すること。 

（９） 営業より生じる生ゴミ、その他の廃棄物については、事業者の責任において処理すること。 

（10） 従業員等が自家用車等で通勤等をする場合は、事業者側の責任と負担において駐車場を確保

すること。（当院の駐車場は利用しないこと。） 

（11） 営業に関し、当院が行う管理運営上の指示に従うこと。 

（12） 店内は、禁煙とすること。 

（13） 当院の指示があった場合、当院が開催する会議、打ち合わせ、及び研修に参加すること。 

（14） 従業員の健康管理を徹底し、感染症等の予防に努めること。また感染症の症状がみられる、

又は疑われる場合は、業務に従事させないこと。 

（15） その他、必要事項は、あらかじめ当院と協議すること。 

 

8 賃料と光熱水費等の支払いについて 

事業者が当院に支払う費用（賃料と光熱水費等）は、当院が示す期日までに確実に支払うこと。 

 

9 施設の引き渡し 

（１） 現在の事業者と異なる事業者が選定された場合、現在の事業者の運営期間の終期が令和３年

３月３１日であることから、新規事業者への施設の引き渡しは、令和３年４月１日午前０時

以降とする。新規事業者への引き渡しが遅れた場合も、賃料は減額しない。 

（２） 開店準備は引き渡し日から行うこととなるが、新規事業者は本営業開始に向けて速やかな開

店準備に努めなければならない。 

（３） 引渡し物件は、貸付物件詳細図面のとおりとする。ただし、現在の事業者に帰属する設備を

そのまま使用しようとする場合は、現在の事業者との取り決めにより設備を残置して引き渡

すことができる。 

 

10 施設の引き継ぎ 

契約期間の満了等により、次期事業者に引き継ぐ場合は、円滑な引き継ぎに協力すること。 

 

11 その他 

（１） 本仕様書に記載のない事項について、契約締結までに企画提案の内容を事業者と協議して決

定した事項は、契約書に追加する。 

（２） 契約締結後に、契約書に記載のない事項について問題となった際は、協議の上決定する。 
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（貸付物件図面） 

 

 

 

 


